
の
際
に
意
図
的
に
不
要
と
判
断
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

以
下
同
）
。

御
奉
行
所
御
役
所
向

本
帳
面
は
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）

た
る
六
六
件
ニ
―
四
点
の
史
料
を
、
年
代
順
・
事
件
別
に
編
纂
し
た
も
の
で
あ

る
。
形
態
は
縦
帳
、
二
つ
綴
で
、
大
ぎ
さ
は
縦
二
八
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
二
0
•
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
表
紙
に
は
「
文
化
元
子
年
二
月
吉
祥

日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
作
成
者
と
思
わ
れ
る
「
四
谷
塩
町
壱
丁
め
、
家
主

大
助
」
の
初
出
は
文
化
元
年
十
二
月
の
史
料
か
ら
で
あ
る
（
件
名
一
覧
l
|
1
2
0

帳
面
冒
頭
に
、
三
段
組
で
索
引
項
目
の
記
載
が
あ
る
。
項
目
の
下
の
数
字
は

丁
数
を
表
し
て
い
て
、
厳
密
で
は
な
い
が
十
丁
ご
と
の
丁
数
が
、
本
文
の
左
端

上
に
附
記
さ
れ
て
い
る
（
編
集
の
都
合
上
、
本
翻
刻
で
は
表
記
し
な
か
っ
た
）
。

な
お
、
ニ
ヶ
所
に
乱
丁
が
あ
っ
た
が
、
本
翻
刻
で
は
修
正
を
試
み
た
。
ま
た
、

表
題
の
み
・
差
出
宛
所
の
み
と
い
っ
た
部
分
が
散
見
さ
れ
る
が
、
項
目
と
丁
数

の
関
係
や
本
文
中
の
修
正
跡
か
ら
、
落
丁
と
い
う
よ
り
は
作
成
者
自
身
が
編
纂

文
化
元
年
以
前
に
は

―
二
件
二
五
点
の
史
料
が
確
認
で
ぎ
、
家
守
請
状
・
奉

公
人
請
状
や
鉄
抱
改
・
切
支
丹
改
・
御
拳
場
関
係
な
ど
の
町
人
支
配
•
町
政
な

文
化
元
年
二
月

解

言
上
帳

か
ら
文
化
十
四
年
(
-
八
一
七
）

説

に
わ

人
別
帳
の
書
き
替
え
を
町
奉
行
所
へ
届
出
て
、
残
さ
れ
た
家
族
に
家
財
道
具
の

た
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3

3

3

や
請
願
を
行
う
際
に
は
、
連
名
人
と
な
り
、
そ
の
人
物
の
身
元
保
証
人
と
な
っ

す
る
店
子
（
史
料
上
は
「
大
助
店
誰
々
」
と
呼
ば
れ
る
）

の
保
証
人
を
つ
と
め

羽
織
を
再
び
頂
戴
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る

(
1
|
5
4
)
。
初
め
て
頂
戴
し

①
文
化
十
一
年
に
大
助
は
、
役
場
や
町
内
に
勤
め
る
た
め
に
着
用
す
る
火
事

る
が
④
個
人
史
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。

①
家
主
、
②
五
人
組
、
③
月
行
事
と
し
て
の
史
料
に
分
け
ら
れ
、
若
干
で
は
あ

意
味
し
て
い
て
、
地
主
（
家
持
）
・
家
守
の
区
別
は
み
ら
れ
な
い
。

ど
に
関
わ
る
基
本
史
料
が
目
に
付
く
。
寛
政
三
年
(
-
七
九
一
）
三
月
の
塩
町

壱
丁
目
に
は
、
月
行
事
二
人
を
含
む
二
二
人
の
家
主
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認

で
ぎ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
家
主
」
は
、
町
政
に
参
与
す
る
店
支
配
者
を

文
化
元
年
以
降
は
、

ほ
と
ん
ど
の
史
料
に
大
助
が
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て

い
て
、
家
主
大
助
の
町
内
で
の
活
動
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
大
別
す
る
と

た
の
が
寛
政
十
年
十
二
月
と
い
う
の
で
、
こ
の
頃
に
家
主
に
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
家
主
と
し
て
の
一
番
の
役
割
は
、
地
借
・
店
借
に
か
か
わ
ら
ず
店
に
所
属

る
こ
と
で
あ
る
。
店
子
が
訴
訟
の
当
事
者
と
な
っ
た
り
、
奉
行
所
な
ど
へ
届
出

3
9
.
5
8
.
6
0
.
6
3
)
。
ま
た
、
店
子
が
欠
落
あ
る
い
は
行
方
不
明
の
場
合
に
は
、

店
子
が
請
け
負
っ
た
人
物
に
つ
い
て
も
家
主
に
保
証
責
務
が
か
か
っ
て
く
る
。

1
ー
20
で
は
、
既
に
帰
郷
し
た
店
子
新
兵
衛
が
、
欠
落
し
た
奉
公
人
の
請
人
と

な
っ
て
い
た
の
で
、
結
局
、
新
兵
衛
の
家
主
・
店
請
人
・
知
人
が
そ
の
奉
公
人

の
給
金
に
つ
い
て
連
帯
責
任
を
負
っ
た
。
ま
た
、
店
子
が
欠
落
し
た
場
合
に
は
、
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③
月
行
事
は
町
の
代
表
者
で
あ
り
、
町
持
の
道
普
請
や
、
町
持
の
場
所
で
発

当
人
・
当
人
家
主
・
五
人
組
・
名
主
と
い
う
差
出
形
態
を
取
る
場
合
か
、

ま
た

に
回
収
で
き
た
か
ど
う
か
は
一
考
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

も
解
決
で
き
な
い
と
ぎ
に
奉
行
所
の
力
を
借
り
、
内
済
で
新
規
証
文
に
仕
立
て

る
事
例
も
あ
る
（
l

ー

64)
。
文
化
十
四
年
、
家
主
大
助
の
最
後
の
史
料
は
、

元
店
子
磯
五
郎
が
武
家
に
貸
し
た
金
を
回
収
で
き
ず
店
賃
が
払
え
な
い
と
い

い
、
武
家
は
す
で
に
返
済
し
た
と
い
い
は
っ
た
の
で
、
磯
五
郎
の
呼
出
を
願
い

出
て
い
る
訴
状
で
あ
る
。
磯
五
郎
と
武
家
と
の
問
題
は
、

に
町
奉
行
所
で
の
訴
訟
と
な
り
、
内
済
で
新
規
証
文
に
仕
立
て
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
武
家
へ
の
貸
金
訴
訟
は
数
例
あ
り
、
最
初
は
上
司
に
訴
え
、
そ
れ
で

る
の
が
通
例
で
あ
る
。
史
料
上
で
は
決
着
し
た
よ
う
に
読
み
と
れ
る
が
、
実
際

②
五
人
組
の
肩
書
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
奉
行
所
へ
の
訴
状
な
ど
で

は
、
他
の
家
主
が
当
人
で
あ
る
場
合
の
保
証
人
で
あ
る

(
1
|
2
8
.
2
9
.
3
2
.

42)
。
た
と
え
家
主
で
も
、
単
独
で
訴
訟
を
お
こ
な
う
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。

「
御
玄
関
様
」
（
町
名
主
）

に
対
し
て
、
店
賃
に
関
す
る
も
め
事
を
訴
え
て
い

な
お
、
博
突
で
店
子
が
火
附
盗
賊
改
に
召
捕
え
ら
れ
た
場
合
は
、
家
族
が
い

な
け
れ
ば
家
主
が
預
り
所
と
な
る
。
こ
の
資
料
に
は
博
突
に
関
す
る
史
料
が
多

く
含
ま
れ
て
い
る
が
、
入
牢
か
ら
お
預
け
、
処
罰
に
い
た
る
過
程
が
詳
し
く
解

明
で
ぎ
る
。

1
|
4
5
.
4
6
と
l
|
5
1
¥
5
3
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
博
突
事
件
で
あ
る

ほ
と
ん
ど
が
町
奉
行
・
火
附
盗
賊
改
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
書
類
で
あ
る
が
、

l
|
60
に
あ
る
よ
う

が
、
家
主
ご
と
に
別
の
取
扱
に
な
っ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

相
続
を
整
え
て
い
る

(
1
|
4
3
)
。

行
く
こ
と
に
く
ら
べ
、
勢
州
山
田
へ
行
く
た
め
に
女
手
形
を
と
る
手
続
き
は
複

訴
訟
手
続
を
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

見
さ
れ
た
遺
骸
や
捨
て
子
の
処
理
な
ど
に
責
任
を
も
っ
て
い
る

(
l
|
2
2
.
3
5

.
3
6
.
5
7
)
。
町
持
の
道
端
に
あ
る
髪
結
床
で
起
こ
っ
た
博
突
事
件
で
は
、
月

と
な
り
、
龍
吐
水
諸
入
用
の
割
付
な
ど

一
部
史
料
が
混
在
し
て
い
る
（
l

ー

55

こ
と
が
わ
か
る
。
文
化
十
四
年
二
月
十
一
日
に
は
、
菓
子
製
の
諸
道
具
と
餅
菓

子
仲
間
の
株
を
元
養
子
で
あ
る
田
辺
太
兵
衛
と
い
う
人
物
に
譲
り
渡
し
て
い
る

(
1
1
6
2
)
。
株
は
養
子
手
切
と
し
て
金
弐
両
弐
分
で
売
買
さ
れ
た
。
そ
の
他
、

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
、
町
人
の
生
活
や
行
動
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
大
助
の

引
き
受
け
て
い
る

(
l
|
1
2
.
1
3
.
1
5
)
。
と
く
に

1
ー

15
の
事
件
は
、
町
外

の
者
の
代
人
を
引
ぎ
受
け
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
伝
兵
衛
本
人
の
訴
訟
も
あ
り
、

ー

ー

1
8
で
は
旗
本
の
借
金
を
請
け
負
わ
さ
れ
た
知
行
所
ニ
ヶ
国
ニ
ヶ
村
の
名
主

を
相
手
取
り
、
三
奉
行
所
に
裁
判
を
委
ね
て
い
る
。
最
終
的
に
は
年
六
両
を
二

0
年
賦
で
返
済
す
る
こ
と
で
決
着
す
る
が
、

か
な
り
ま
と
ま
っ
て
い
て
詳
細
な

ま
た
、
町
人
が
寺
社
参
詣
に
出
か
け
る
史
料
も
あ
る
が
、
大
助
が
秋
葉
山
に

雑
で
あ
る
。
願
人
は
本
人
で
は
な
く

「
人
主
」
と
肩
書
さ
れ
る
名
前
人
で
あ
り
、

店
子
伝
兵
衛
は
多
く
の
貸
金
滞
訴
訟
に
お
い
て
、
当
人
代
人
と
し
て
訴
訟
人
を

叔
母
か
ら
養
子
を
貰
っ
て
い
る
史
料
な
ど
も
み
ら
れ
る
。

④
史
料
の
作
成
者
大
助
に
つ
い
て
は
、
箇
田
屋
と
い
う
餅
菓
子
屋
で
あ
っ
た

56 
ヽ

゜

壱
丁
目
が
所
属
す
る
火
消
し
組
合

「
く
組
」
に
関
す
る
業
務
も
月
行
事
の
取
扱

行
事
に
対
し
て
も
見
回
り
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る

(
1
|
1
9
)
。
四
谷
塩
町
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研
究
報
告
」
第
1
号、

の
と
考
え
ら
れ
る
。

御
用
日
記
留
帳

衛
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
形
態
は
縦
帳
、
二
つ
綴
で
、
大
き
さ
は

縦
二
三
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
六
•
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
本

資
料
の
表
紙
に
は
「
元
治
元
年
(
-
八
六
四
）
正
月
よ
り
」
と
あ
る
が
、
実
際

に
は
安
政
五
年
(
-
八
五
八
）
三
月
か
ら
元
治
元
年
(
-
八
六
四
）

2
 「御

用
日
記
留
帳
」
は
四
谷
塩
町
一
丁
目
の
自
身
番
屋
に
詰
め
て
い
た
徳
兵

元
治
元
年

が
な
く

「
後
見
」
が
つ
く
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た

―
二
月
に

（
森
田
朋
子
）

は
市
中
惣
臨
数
三
万
三
、
九
四
二
軒
に
割
り
、

万
三
、

0
0
0両
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
2
|
3
5
)
こ
の
御
祝
儀
金

げ
ら
れ
る
。
将
軍
の
上
洛
、
兵
賦
金
の
徴
収
、
長
州
藩
上
屋
敷
の
取
り
壊
し
等

に
関
す
る
も
の
で
あ
る

(
2
|
1
1
.
2
2
.
2
4
)
。

六
分
、
裏
行
町
前
二
十
一
間
余
の
家
屋
敷
を
担
保
に
二
百
両
の
借
金
を
し
た
。

こ
の
文
書
の
興
味
深
い
点
は
貸
し
主
が
金
銭
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
加
印
の

五
人
組
が
立
合
っ
て
金
子
を
借
替
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
、
家
守
を
売
り
主

、、
も
ん
の
後
見
が
勤
め
る
こ
と
で
あ
る
。
後
見
は
他
町
の
居
住
者
で
あ
る
の
で
、

実
態
は

「下
家
主
」
と
記
載
さ
れ
た
五
人
組
に
位
置
す
る
大
助
が
管
理
す
る
も

特
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
は
、
彦
根
藩
主
井
伊
直
憲
の
家
臣
に
対
し
て
、

四
谷

第
二
に
、
金
銭
の
借
用
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
関
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

え
る
上
で
も
興
味
深
い
。

女
性
た
ち
が
武
家
方
と
関
係
な
い
こ
と
、
髪
や
出
来
物
の
跡
な
ど
が
詳
し
く
調

（「
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館

、

、

、

、

一
九
九
五
年
十
月
）
が
、
も
ん
か
ら
な
を
へ
の
家
質
証

、、

文
も
両
者
に
後
見
が
介
在
し
て
い
る

(
1
|
4
1
)
。
も
ん
は
表
間
口
九
間
七
寸

か
け
て
作
成
さ
れ
た
証
文
類
が
書
ぎ
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は
五
十
二
件

七
十
点
に
及
ぶ
。
そ
の
特
色
と
し
て
は
、

ま
ず
、
自
身
番
が
町
内
の
治
安
維
持

に
あ
た
る
警
護
役
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
盗
難
、
質
物
の
吟
味
に
お
い
て
火
附

盗
賊
改
役
に
提
出
し
た
証
文
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
盗
難
品
は
質
入
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
た
め
、
火
附
盗
賊
改
役
に
よ
る
質
物
吟
味
は
頻
繁
に

色
や
柄
に
至
る
ま
で
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
当
時
の
人
々
の
風
俗
を
考

塩
町
一
丁
目
丈
兵
衛
地
借
弥
六
が
万
延
元
年
(
-
八
六

0
)
七
月
以
来
、
用
立

て
て
ぎ
た
金
子
の
返
済
が
滞
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
町
奉
行
に
訴
え
出
た
一
件

第
三
に
当
該
期
の
世
情
を
反
映
し
た
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
文
久
三
年
(
-
八
六
三
）
三
月
、
徳
川
家
茂
は
将
軍
と
し

て
は
二
三

0
年
ぶ
り
に
上
洛
し
た
。
家
茂
の
江
戸
帰
着
後
、
元
治
元
年
(
-
八

六
四
）
十
月
、
「
御
上
洛
候
御
祝
儀
」
と
し
て
、
市
中
の
町
人
に
対
し
て
金
六

一
軒
に
つ
き
銭
三
貫
一
三
九
文

が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
御
祝
儀
金
の
下
賜
に
あ
た
り
四
谷
塩
町

一
丁
目
で
は
、
蕗
数
調
査
を
行
い
、
文
久
三
年
(
-
八
六
三
）
九
月
の
人
別
取

行
わ
れ
て
い
た
。
吟
味
の
際
に
作
成
さ
れ
た
証
文
に
見
ら
れ
る
衣
類
の
記
述
は

女
性
に
つ
い
て
、
林
玲
子
氏
は
四
谷
塩
町
一
丁
目
の
人
別
分
析
で
女
性
に
印

奉
行
・
道
中
奉
行
に
も
請
書
を
提
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

べ
ら
れ
た
。
手
形
の
発
給
に
あ
た
っ
て
は
、
町
年
寄
だ
け
で
な
く
留
守
居
•
町
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引
っ
越
し
た
者
の
引
越
先
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
祝
儀
金
が
実
際
に
下
賜
さ
れ

た
の
は
十
月
二
十
一
日
で
あ
る
。
こ
の
下
賜
金
に
は
、
剰
余
金
が
あ
り
、

洛
の
持
つ
社
会
的
意
義
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
と
も
に
、

た
。
本
資
料
に
は
、

り
一
七
オ
か
ら
四
五
オ
ま
で
の
壮
健
な
者
を
差
し
出
さ
せ
歩
兵
組
と
し
て
編
成

に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
市
中
の
町
人
も
御
祝
儀
金
の
下
賜
を
期
待
し
て
い

の
こ
と
は
『
藤
岡
屋
日
記
』
第

一
―
巻
（
三
一
書
房
、

一
九
九
二
年
、

軒
）
に
割
り
、

一
軒
に
つ
ぎ
七
文
が
十
一
月
七
日
に
渡
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の

調
以
降
に
四
谷
塩
町
に
引
越
し
て
ぎ
た
者
、
お
よ
び
、

四
谷

塩
町
一
丁
目
で
は
銭
八
七
九
文
を
―
ニ
―
軒
（
表
店
六
十
三
軒
、
裏
店
五
十
八

時
に
出
さ
れ
た
町
触
は
石
井
良
助
氏
収
集
資
料
、
「
御
触
帳
」

(
9
0
3
7
3
3
3
5
)

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
将
軍
上
洛
に
お
け
る
御
祝
儀
金
の
下
賜
は
、
す
で
に

文
久
三
年
(
-
八
六
三
）
三
月
九
日
、
京
都
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ

八
頁
）

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
下
賜
金
に
関
す
る
一
連
の
記
述
は
、
将
軍
の
上

文
久
改
革
の
一
環
と
し
て
文
久
二
年
(
-
八
六
二
）
十
二
月
兵
賦
令
が
出
さ

れ
て
い
る
が
、
本
資
料
中
に
も
、
こ
れ
に
関
連
す
る
記
述
が
あ
る

(
2
|
5
1
)
。

兵
賦
令
で
は
五

0
0石
以
上
の
家
臣
に
対
し
て
は
、
石
高
に
応
じ
て
知
行
所
よ

五
0
0石
未
満
、
蔵
米
取
の
者
に
は
金
納
が
命
じ
ら
れ
て
い

四
谷
塩
町
一
丁
目
家
主
伊
太
郎
が
小
普
請
組
安
藤
与
十
郎

明
支
配
浅
井
鉄
次
郎

・
小
普
請
組
岡
田
将
監
支
配
小
栗
又
左
衛
門

・
同
支
配
川

村
周
之
進
か
ら
集
め
た
兵
賦
金
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
事
件
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
一
件
が
ど
の
よ
う
な
形
で
決
着
が
付
け
ら
れ
た
の
か
は
明
確
に
し
え

な
い
の
で
は
あ
る
が
、
伊
太
郎
が
兵
賦
金
の
集
金
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
輿
味

四
谷
塩
町
か
ら
他
所
へ

す
る
と
こ
ろ
が
大
ぎ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
岩
橋
清
美
）

深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
兵
賦
金
の
取
立
て
の
実
態
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
記
述

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

に
は
町
火
消
が
あ
た
っ
た
が
、
費
用
が
多
分
に
掛
か
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
助
成

と
し
て
四
谷
塩
町
で
は
金
二
十
五
両
を
差
し
出
し
た
。
こ
の
屋
敷
取
り
壊
し
は
、

元
治
元
年
(
-
八
六
四
）
七
月
に
お
ぎ
た
禁
門
の
変
（
蛤
御
門
の
変
）

に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

の
影
響

本
資
料
に
は
四
谷
塩
町
と
は
直
接
の
関
係
が
見
ら
れ
な
い
事
柄
も
書
き
と
め

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
永
代
橋
の
掛
け
替
え
に
あ
た
っ
て
、
渡
り
初
め
を
仰

せ
付
け
ら
れ
た
深
川
中
島
町
家
主
吉
兵
衛
の
父
惣
兵
衛
等
の
請
書
が
写
さ
れ
て

ヘ
共
、
稀
成
事
故
書
写
置
も
の
也
」
と
あ
り
、
永
代
橋
の
掛
け
替
え
が

「稀
な

る
事
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
他
に
も
斉
田
塩
の
売

た
。
本
資
料
は
自
身
番
屋
の
記
録
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
身
番
屋
の
機
能
を
知

る
上
で
有
効
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

と
く
に
将
軍
の
上
洛
や
兵
賦
と

い
っ
た
幕
末
の
世
情
を
反
映
し
た
記
述
が
多
く
、
今
後
の
幕
末
期
研
究
に
寄
与

以
上
、
雑
駁
で
は
あ
る
が
「
御
用
日
記
留
」
の
内
容
の
特
色
を
紹
介
し
て
き

で
あ
る
徳
兵
衛
の
関
心
事
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

捌
ぎ
に
対
す
る
評
定
所
の
申
渡
し
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
本
資
料
の
作
成
者

い
る

(
2
|
l
)
。
こ
の
請
書
を
写
し
た
理
由
と
し
て

「年
月
日
等
相
違
致
候

り
屋
敷
の
取
り
壊
し
に
関
す
る
記
述
が
あ
げ
ら
れ
る

(
2
|
3
4
)
。
取
り
壊
し

J

の
他
に
も
幕
末
期
の
世
相
を
反
映
し
た
事
象
と
し
て
は
麻
布
の
長
州
藩
上
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と
記
さ
れ
て
い
る
。

人
宿
預
け
に
な
っ
た
と
あ
り
、
幕
末
の
世
相
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

盗
み
、
捨
て
遣
い
し
た
と
し
て
、
入
墨
の
上
実
父
へ
引
渡
し
の
処
分
を
受
け
た

と
し
て
、
入
墨
・
重
敲
の
上
実
父
へ
引
渡
し
、

一
人
は
七
両
と
銭
二

0
貫
文
を

幼
年
で
あ
っ
た
が
、

一
人
は

一
八
両
と
銭
八
〇
貫
文
盗
み
、
酒
食
に
費
や
し
た

慶
応
三
年

た
も
の
で
あ
る
。
形
態
は
縦
帳
、
二
つ
綴
で
、
大
ぎ
さ
は
縦
ニ
―
―
―
•
五
セ
ン
チ

十
四
日
付
の
済
口
証
文
か
ら
始
ま
り
、
慶
応
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
の
訴
状

ま
で
四

一
件
六
三
点
の
記
載
が
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
盗
難
が
―
二
件
（
含
再

出
）
、
盗
品
な
ど
の
不
正
品
の
買
取
・
質
取
が
七
件
、
金
銭
訴
訟
が
六
件
（
同

上
）
、
欠
落
久
離
帳
付
願
が
三
件
、
自
殺
・
押
借
・
草
苅
場
関
係
が
各
二
件
、

九
月
十
三
日
付
利
助
の
不
正
品
買
取

(
3
|
3
0
)
で
は
、
書
類
の
記
載
内
容

と
事
実
が
異
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
町
奉
行
所
の
大
沢
藤
蔵
の
手
先
寅
吉
に
ひ

た
す
ら
頼
み
込
み
、
金
一
両
二
分
を
渡
し
て
引
合
を
除
い
た
と
い
う
生
々
し
い

六
月
中
旬
に
生
じ
た
五
兵
衛
の
金
銭
盗
難

(
3
|
2
8
)
で
は
、
犯
人
二
人
は

い
る
の
で
武
士
身
分
の
者
と
思
わ
れ
る
。

記
述
が
あ
る
。

四
一
件
の
う
ち
一
八
件
は
書
類
提
出
後
の
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
。

強
盗

一
件
、
そ
の
他
六
件
と
な
っ
て
い
る
。

行
所
扱
い
、
前
々
年
の
事
件
は
南
町
奉
行
所
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

表
紙
に
は

「慶
応
三
卯
年
丁
正
月
吉
日
」
と
あ
る
が
、
前
年
の
十
二
月

メ
ー
ト
ル
、
横
一
六
•
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

3
 当

「御
用
留
」
は、

四
谷
塩
町

一
丁
目
の
書
役
徳
兵
衛
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

御
用
留

件
数
が
一
番
多
い
の
は
盗
難
で
あ
る
。
当
御
用
留
で
は
強
盗
事
件
を
含
め
て

一
三
件
に
の
ぽ
る
。
こ
れ
に
不
正
品
の
買
収
・
質
取
の
七
件
を
加
え
る
と
登
載

項
目
の
半
分
近
く
が
盗
難
関
連
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
犯
人
捕
縛
以
前
に
被
害
届

を
出
し
て
い
る
の
は
、
九
月
十
三
日
に
生
じ
た
強
盗
事
件

(
3
|
3
1
)
の
み
で
、

ほ
か
は
犯
人
捕
縛
後
、
町
奉
行
所
か
ら
の
問
合
せ
に
答
え
る
形
で
始
め
て
被
害

を
訴
え
て
い
る
の
で
、
実
際
の
盗
難
事
件
は
、
こ
こ
に
顕
わ
れ
て
い
る
よ
り
も

四
月
四
日
に
は
、
同
時
に
四
件
の
盗
難
に
関
す
る
返
答
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。

11)
と
連
続
し
て
い
る
。
ほ
か
の
二
件
は
前
々
年
十
二
月
中
旬

(
3
|
1
2
)
と、

当
年
の
二
月
二
十
二
日

(
3
|
9
)
に
生
じ
た
。
う
ち
当
年
の
三
件
は
北
町
奉

本
書
中
の
唯
一
の
「
凶
悪
事
犯
」
は
、
九
月
十
三
日
に
生
じ
た
古
着
渡
世
利

兵
衛
宅
に
押
入
っ
た
強
盗
事
件

(
3
|
3
1
)

の
戸
を
こ
じ
開
け
、

で
あ
る
。
侍
鉢
の
二
人
組
が
裏
口

刀
を
抜
い
て
「
金
を
出
せ
」
と
脅
し
、
金
品
を
奪
っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
犯
人
は
十
月
二
十
日
に
捕
縛
さ
れ
た
。
氏
名
が
記
さ
れ
て

十
月
十
四
日
付
の
人
宿
喜
兵
衛
方
寄
子
の
三
人
の
身
分
照
合
の
件

(
3
|
3
7
)

で
は
、
旗
本
の
歩
卒
に
抱
入
ら
れ
て
い
た
熊
吉
・
宇
吉

・
粂
次
郎
の
三
人
が
、

暇
を
出
さ
れ
た
の
で
、

や
む
な
く
板
橋
宿
に
屯
集
し
た
と
こ
ろ
を
咎
め
ら
れ
、

う
ち
二
件
は
当
年
の
三
月
十
一
日
の
夜
九
つ

(
3
|
1
0
)
と
九
つ
半
時

(
3
|

頻
発
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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れ
て
い
る

(
3
|
4
0
)
。
こ
の
地
図
は
五
月
二
日
付
の
地
図
よ
り
も
南
北
に
少

広
い
五
月
二
日
付
の
地
図
を
図
2
と
し
て
収
載
し
た
。
も
う
―
つ
の
地
図
（
図

が
描
か
れ
て
い
る
。
両
者
は
ほ
ぽ
同
じ
も
の
な
の
で
、

ロ
絵
に
は
記
載
範
囲
の

な
お
本
書
は
、
当
館
都
市
歴
史
研
究
室
長
の
収
集
に
か
か
る
。

ニ
・
十
八
日
付
の
草
苅
場
に
関
す
る
も
の
で
、
御
堀
端
通
り
四
谷
御
門
外
付
近

り
興
味
深
い
。

一
九
八
七
、
三
四
四
頁
）
文
政
七
年
十
月
十
日
条
に
記
載
が
あ

一
紙
、
縦
一
六
•
五
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

て
い
る
。

本
書
は
文
政
七
年
(
-
七
二
四
）
十
月
十
日
、
四
谷
塩
町
一
丁
目
往
還
で
生

補

遺

敵
討
に
付
口
書
の
事

訴
訟
や
刑
事
事
件
の
管
轄
の
部
署
は
、
文
化
度
の
「
言
上
帳
」
、

「
御
用
日
記
留
」
に
あ
る
火
附
盗
賊
改
が
慶
応
二
年
八
月
四
日
廃
職
と
な
っ
て

い
る
の
で
、

ほ
と
ん
ど
が
町
奉
行
所
で
あ
る
。
た
だ
し
、

衛
門
が
自
害
し
た
事
件

(
3
1
1
3
)

二
月
二
十
八
日
に
町
奉
行
鍋
島
内
匠
頭
（
直
孝
）

元
治
度
の

四
月
十
三
日
に
八
右

で
は
、
現
場
が
青
山
久
保
町
の
智
学
院
と

い
う
寺
で
あ
っ
た
の
で
、
寺
社
奉
行
の
配
下
が
検
使
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
六

月
五
日
付
の
座
頭
金
返
済
に
関
す
る
訴
訟

(
3
|
2
4
)
も
寺
社
奉
行
所
が
扱
っ

自
殺
者
の
検
使
記
録
は
前
出
の
八
右
衛
門
の
ほ
か
、
町
奉
行
所
が
行
っ
た
六

月
二
十
三
日
夜
に
生
じ
た
、
ち
よ
の
井
戸
へ
の
投
身
自
殺

(
3
|
2
5
)
が
あ
る
。

両
事
件
と
も
親
族
•
発
見
者
・
医
師
・
家
主
な
ど
関
係
者
の
詳
細
な
口
書
が
あ

当
「
御
用
留
」
に
は
三
つ
の
地
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
う
ち
二
つ
は
五
月

3
)
は
関
連
記
事
が
な
く
、
十
月
二
十
一
日
条
と
二
十
九
日
条
の
間
に
収
め
ら

し
づ
つ
広
い
範
囲
が
描
か
れ
て
い
る
。
図
3
中
に
は
図
2
の
床
番
屋
・
自
身
番

屋
、
玉
川
上
水
見
守
番
屋
の
ほ
か
松
平
新
九
郎
邸
前
に
組
合
番
所
と
四
谷
御
門

際
は
水
茶
屋
七
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
水
茶
屋
は
腹
簑
張
で
弘
化
二
年
十

の
御
白
洲
で
願
の
通
り
仰
せ

付
ら
れ
た
と
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
四
谷
御
門
際
の
麹
町
十
一
丁
目
自
身
番
屋

も
文
久
元
年
三
月
二
十
八
日
に
町
奉
行
石
谷
因
幡
守
（
穆
清
）

文
政
七
年
十
月
十
＿
日

じ
た
敵
討
の
一
件
史
料
で
あ
る
。

二
―
七
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
。
こ
の
敵
討
に
つ
い
て
は
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
一
巻

（
三
一
書
房
、

の
御
白
洲
で
願

る
。
本
書
に
は
現
場
と
な
っ
た
四
谷
塩
町
一
丁
目
の
町
方
に
関
す
る
記
述
が
多

い
が
、
『
藤
岡
屋
日
記
』
で
は
敵
を
討
っ
た
宇
市
が
構
な
し
、
身
柄
は
領
主
山

田
三
十
郎
の
家
来
へ
引
渡
す
な
ど
関
係
者
の
処
分
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。

い
の
通
り
仰
せ
付
ら
れ
た
と
い
う
注
記
が
あ
る
。

（
近
松
鴻
二
）
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